
  

第 ３ 次 

長 期 的 水 需 給 計 画 

基 本 計 画 

( 概 要 版 ) 

令 和 ８ 年 ３月 

松 山 市 

水への絵はがき(令和７年度募集)最優秀賞 



 

 

 



 

 

第３次 長期的水需給計画 基本計画 

（ 概 要 版 ） 

 

目  次 

 

第１章  はじめに .............................................................. 1 

第２章  水資源を取り巻く現状 ................................................... 2 

２.１ 松山市の現状 .......................................................... 2 

２.２ 国内の動向や課題....................................................... 2 

第３章  松山市の水需給バランスと必要水量 ....................................... 3 

３.１ 基本方針 .............................................................. 3 

３.２ 水需要量の推計(水道用水) ............................................... 4 

３.３ 供給可能量の算定(水道用水) ............................................. 6 

３.４ 水需給バランスと必要水量(水道用水) ..................................... 7 

第４章  節水型都市づくりの推進 ................................................. 9 

４.１ 節水型都市づくりについて ............................................... 9 

４.２ 節水型都市づくりの基本方針 ............................................. 9 

４.３ 節水型都市づくりの施策体系 ............................................ 10 

４.４ 基本方針ごとの各施策 .................................................. 11 

４.５ 施策と詳細な取組内容 .................................................. 14 

４.６ 取組施策の時系列整理 .................................................. 15 

第５章  既往最大級の渇水時の水需給バランス .................................... 17 

資料編 ....................................................................... 18 

資料-1 松山市節水型都市づくり条例 ........................................... 18 

資料-2 用語集 .............................................................. 20 

 

  



 

 



＜ 第１章 はじめに ＞ 

1 

  

  
第１章  はじめに 

松山市の主な水源は、「石手川ダム」と、「重信川の地下水」の２つで、ダム・地下水のど

ちらか一方に事故があれば、市民生活や産業経済活動だけではなく、医療用水や消火用水の

確保の面など、生命や財産を守る都市の機能が著しく低下するおそれがある。 

そこで、平成６(1994)年の大渇水以降、各種取組を推進し、「松山市節水型都市づくり条

例」（平成 15年条例第 27号）の趣旨に基づき、平成 15(2003)年度に松山市の水資源対策の

方向性を示す「長期的水需給計画」（北条市、中島町との合併に伴い、平成 17(2005)年度に

需給予測を見直し）、また平成 28(2016)年度に「長期的水需給計画(改訂版）」（以下「前計

画」という。）を策定し、さらなる節水の推進や水資源の有効利用と保全に努めてきたとこ

ろである。 

前計画の策定以降、日本国内では温暖化に伴う気象変動による集中豪雨が増加する一方

で、一部地域では渇水によるダムの貯水率が低下するなど、水資源を取り巻く環境は刻々と

変化をしている。また、本格的な人口減少社会にあって、国では従来の需要主導型からリス

ク管理型の水資源政策への転換が図られており、この動きを受けて、水資源開発基本計画

(フルプラン)の見直しが進められている。 

そのような中、前計画が目標年次（令和７(2025)年度）を迎え、これまでの節水型都市づ

くりの推進に加え、上述のとおり変化する水資源環境に対応しつつ、より快適で安心できる

まちづくりを実現するために、「第３次 長期的水需給計画」（以下「本計画」という。）を策

定するものである(図１-1）。 

なお、本計画の目標年次は、令和 17(2035)年度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-1 松山市の水資源対策の沿革 

第１章 
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 第２章  水資源を取り巻く現状 

２.１ 松山市の現状 

⚫ 石手川ダムと地下水の２つが主な水源で、給水人口に対してダムの容量は小さく、地

下水は浅井戸が多いことから、年間を通して供給可能量は降水量の影響を受けやすい。 

⚫ 松山市では、高い頻度で渇水が発生しており、特に平成６(1994)年には時間給水、平

成 14(2002)年には長期間の渇水調整があり、市民生活に大きな影響を及ぼした。 

２.２ 国内の動向や課題 

1 水資源を巡る情勢の変化 

（1）人口減少やライフスタイルなどの変化 

（2）水インフラの老朽化や大規模災害による水供給リスクの更なる顕在化 

（3）気候変動の影響の顕在化 

（4）水質基準の見直しなど 

2 近年の国の動向 

（1）水資源開発基本計画(フルプラン)の見直し 

・需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水の安定供給」への転換 

・令和６(2024)年「水需給バランス評価の手引き」(以下「手引き」という。)の公表 

（2）水道整備・管理行政の移管 

・令和６(2024)年４月、厚生労働省から国土交通省(一部環境省)へ移管 

（3）水循環について 

・水循環基本計画(平成 27(2015)年策定)の令和６(2024)年８月見直し 

(水循環については、p.8参照) 

出典：「『リスク管理型の水資源政策の深化・加速化について』～気候変動や災害、社会情勢の変化等を見据えた流域のあらゆる 

関係者による総合的な水のマネジメントへ～ 提言 概要」(令和５(2023)年 10 月、国土審議会 水資源開発分科会 調査企画

部会) 



＜ 第３章 松山市の水需給バランスと必要水量 ＞ 

3 

 第３章  松山市の水需給バランスと必要水量 

３.１ 基本方針 

国土交通省から「手引き」が公表され、地方自治体でも水資源開発水系と同様の条件で、

水需要量の推計や水需給バランスの評価を行えるようになった。 

「手引き」では、水需要量の推計及び供給可能量の算定から水需給バランスの評価を行

うこととなっており、水需要量・供給可能量について幅を持たせて推計するように示され

ていることから、本計画では「手引き」による手法を採用することとした。 

また、国ではこれまでの需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水の

安定供給」を目指した水資源開発基本計画(フルプラン)の見直しを進めているところで

あり、定量的な開発目標設定の意義が薄れてきている。 

本計画は、上述のような流れを汲んだ「手引き」に基づき、水需給バランスを評価した

上で、必要水量に対する対応策(施策)を検討するものとする。 

「手引き」による評価区分と対応(施策)は図 ３-1のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

「水需給バランス評価の手引き」（令和６(2024)年、国土交通省）を基に作成 

図 ３-1 水需給バランスの評価区分と対応 

  

対応

　現在のハード・ソフト対策を適切に実施

 （必要に応じて、新たなハード・ソフト対策を適時に検討）

　供給可能量が、需要量「高位の推計」を下回り、

　「低位の推計」を上回る状態

領域Ｃ 　供給可能量が、需要量「低位の推計」を下回る状態 　新たなハード・ソフト対策を要検討　（要対策）

【領域の区分】

領域Ａ 　供給可能量が、需要量「高位の推計」を上回る状態

領域Ｂ 　新たなハード・ソフト対策を適時に検討
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３.２ 水需要量の推計(水道用水) 

1 推計手順（図 ３-2） 

⚫ 「手引き」に基づき、水量を「高位」・「低位」で推計する。 

⚫ 「手引き」の「高位」・「低位」は想定し得る変動幅の最大値、最小値であることから、

本計画ではこれらに加え、「第７次松山市総合計画」(令和７(2025)年３月策定)の推計

人口による水需要量を「基準値」とする。 

⚫ 推計対象は、現在の上水道区域の「現行サービス分」と上水道に編入する可能性のあ

る地域の「未給水地域分」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 ３-2 水道用水の水需要量の推計手順   

簡易水道・専用水道・県条例水道等

④家庭用水有収水量原単位

⑤家庭用水有収水量

有収水量合計

①行政区域内人口

②上水道普及率

③上水道給水人口

水道用水一日最大給水量

⑨一日最大給水量

⑦一日平均有収水量

⑥都市活動用水有収水量

A　有収率

⑧一日平均給水量

B　負荷率

変動幅設定(高位・低位・基準値)

人口推計(出生率・死亡率)

変動幅設定(高位・低位・基準値) 

経済成長率

有 収 水 量 合 計

上 水 道 一 日 最 大 給 水 量 （ 凡 例 ）

高 位 ・ 低 位
基 準 値
設 定 項 目

時系列傾向分析等に
より実績値から設定

変動幅設定
(高位・低位・基準値)    

未 給 水 地 域 一 日 最 大 給 水 量

変動幅設定
(高位・低位・基準値)    

変動幅設定(高位・低位・基準値) 

高齢化比率
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2 上水道(現行サービス分)の推計方法（表 ３-1） 

表 ３-1 上水道の推計方法の概要 

項目 推計方法 

① 行政区域内人口 

⚫ 基準値：「第７次松山市総合計画」の「より一層人口減少対策を

進めた場合」の推計人口を採用 

⚫ 高位・低位：国立社会保障・人口問題研究所(以下「社人研」と

いう。)の推計人口を基に想定 

② 上水道普及率 
⚫ 基準値・高位・低位：久谷地区を上水道に統合した平成 23(2011)

年度以降の実績を基に、時系列分析を用いて推計 

③ 上水道給水人口 ⚫ 行政区域内人口 × 上水道普及率 

④ 家庭用水 

有収水量原単位 

⚫ 「手引き」に基づき、「高齢化比率」と「節水化指標」を説明変

数とした重回帰分析(乗法)により推計する。 

⚫ 高齢化比率は、基準値は「第７次松山市総合計画」の「より一

層人口減少対策を進めた場合」の推計人口、高位・低位は社人

研の推計人口を基に推計 

(高齢化比率：65 歳以上人口÷総人口(行政区域内人口)) 

⚫ 節水化指標は、松山市実績値やアンケート調査結果を用いて設定 

(節水化指標：節水機器の普及や高性能化を考慮したもので、基準年の機

器の使用水量を 100 とした場合に対する当該年の使用水量の割合(水洗

トイレ、洗濯機、食洗機について算出)) 

⑤ 家庭用水有収水量 ⚫ 上水道給水人口 × 家庭用水有収水量原単位 

⑥ 都市活動用水 

有収水量 

⚫ 「手引き」に基づき、「課税対象所得額(世帯当たり）」を説明変

数とした回帰分析(加法)により推計 

⚫ 課税対象所得額(世帯当たり)は、基準値は内閣府の「中長期の

経済財政に関する試算」による「ベースラインケース」、高位は

同出典の「成長実現ケース」、低位は「地域経済傾向ケース」(松

山市の実績値を用いた時系列分析)により推計 

⑦ 一日平均有収水量 ⚫ 家庭用水有収水量 ＋ 都市活動用水有収水量 

⑧ 一日平均給水量 

⚫ 一日平均有収水量 ÷ 有収率 

⚫ 有収率は、最近 10 ヶ年で異常値を除く値の平均値(95.5％)：

基準値、最低値(95.1％）：高位、最高値(95.9％）：低位 

⑨ 一日最大給水量 

⚫ 一日平均給水量 ÷ 負荷率 

⚫ 負荷率は、最近 10 ヶ年で異常値を除く値の平均値(93.3％）：

基準値、最低値(91.6％）：高位、最高値(95.6％）：低位 
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3 未給水地域分の推計方法 

⚫ 未給水地域とは、上水道に編入する可能性のある簡易水道、専用水道、県条例水道等 

⚫ 未給水地域分の水需要量は、現行サービス分と同様に基準値・高位・低位の３通りを 

推計する。 

 

4 水道用水推計結果のまとめ(表 ３-2) 

表 ３-2 目標年次（令和 17(2035)年度）の水需要推計結果 

 

 

３.３ 供給可能量の算定(水道用水) 

⚫ 供給可能量は、「手引き」に基づき、「10年に１度(近年 20ヶ年第２位)程度の渇水年」 

(以下「基準渇水年」という。)と「既往最大級の渇水年」の２通りについて、石手川

ダムと地下水から安定的に取水できる量を設定した上で、浄水処理に伴う損失水量

を考慮し算定する。 

・基準渇水年(平成 14(2002)年)：140,800m3/日 

(2010年代の多雨期を除く平成３(1991)年～平成 22(2010)年の 20 ヶ年の第２位) 

・既往最大級の渇水年(平成６(1994)年)：98,700m3/日 

基準値  高位 低位

人 469,222 484,929 461,569

人 444,259 459,131 437,014

一人一日平均給水量 ㍑/人・日 285.9 294.3 283.9

一日平均給水量 m3/日 127,010 135,139 124,069

一日最大給水量 136,131 147,532 129,779

(下段は丸め) ≒136,200 ≒147,600 ≒129,800

人 20,931 21,630 20,588

一人一日平均給水量 ㍑/人・日 303.8 295.4 307.8

一日平均給水量 m3/日 6,358 6,389 6,337

一日最大給水量 7,928 8,781 7,511

(下段は丸め) ≒8,000 ≒8,800 ≒7,600

人 465,190 480,761 457,602

一人一日平均給水量 ㍑/人・日 286.7 294.4 285.0

一日平均給水量 m3/日 133,368 141,528 130,406

一日最大給水量

(丸め値の合計)

項　　目 単位
目標年次　令和17年度

行政区域内人口

156,400 137,400

現
状
の
上
水
道
区
域

（

現
行
サ
ー

ビ
ス
分
）

統
合
後

給水人口

水
需
要
量 m3/日 144,200

給水人口

水
需
要
量

m3/日

未
給
水
地
域

給水人口

水
需
要
量 m3/日

目標年次 令和 17(2035)年度 



＜ 第３章 松山市の水需給バランスと必要水量 ＞ 

7 

３.４ 水需給バランスと必要水量(水道用水) 

1 水需給バランスと必要水量の推計(図 ３-3・表 ３-3) 

 

図 ３-3 水道用水の水需給バランス 

 

表 ３-3 水道用水の水需給バランス 

  

項  目 単位 前計画 
今回 

基準値 高位 低位 

 一日最大給水量 

（現行＋未給水） 
m3/日 166,100 144,200 156,400 137,400 

（
平
成
14
年
）   

基
準
渇
水
年 

供
給
可
能
量 

一日最大供給量 m3/日 140,700 140,800 140,800 140,800 

内
訳 

石手川ダム m3/日 59,000 59,000 59,000 59,000 

地下水 m3/日 81,700 81,800 81,800 81,800 

必要水量 m3/日 25,400 3,400 15,600 -3,400 

（
平
成
６
年
） 

既
往
最
大
級 

供
給
可
能
量 

一日最大供給量 m3/日  98,700 98,700 98,700 

内
訳 

石手川ダム m3/日  33,700 33,700 33,700 

地下水 m3/日  65,000 65,000 65,000 

必要水量 m3/日  45,500 57,700 38,700 

・前計画：目標年次は令和７(2025)年度  本計画：目標年次は令和 17(2035)年度 
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2 水需給バランス評価と必要水量に対する施策への取組 

「手引き」に基づく水需給バランスの評価は、以下のとおりである。 

⚫ 基準渇水年(平成 14(2002)年) 

… 低位需要量 ＜ 供給可能量 ＜ 高位需要量 ⇒領域Ｂ 

⚫ 既往最大級の渇水年（平成６(1994)年） 

… 供給可能量 ＜ 低位需要量 ＜ 高位需要量 ⇒領域Ｃ 

「手引き」では、領域Ｂは「新たなハード・ソフト対策を適時に検討」、領域Ｃは「新

たなハード・ソフト対策を要検討（要対策）」とされており、施策を検討する必要がある。 

しかし、今後、水需要は減少する見込みであることや、基準渇水年での必要水量と既往

最大級での必要水量には数万 m3 規模の差があることを考慮すると、既往最大級の渇水年

に対応した施設整備を行うことは、将来世代への負担等を踏まえ、慎重に検討する必要が

ある。 

したがって、本計画で示す施策は、基準渇水年の領域Ｂに基づくものとし、適時実施で

きる施策を検討していくこととする。 

なお、「手引き」では、既往最大級の渇水時の水需給バランスについては、需要側と供

給側による渇水対策を行った条件でも算定することから、これについては「第５章 既往

最大級の渇水時の水需給バランス」で示すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

水道・下水道のはたらきと水循環 

出典：「ていれぎ」第 68 号 

Trivia 

図中の「水道管」は配水管や給水管の総称です。 

また「下水道管」は図中の汚水管のほか、地域によっては別の種類が

あるため、これらの総称として記載しています。 
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 第４章  節水型都市づくりの推進 

４.１ 節水型都市づくりについて 

松山市では、節水とは「無理をして水を使わないことではなく、合理的に利用して不必

要な水使用を抑制すること」とし、節水型都市づくりを「健康で文化的な生活を営む上で

必要不可欠な水資源が有限であるということの共通認識を前提にして、市民や企業、行政

が一体となって各施策を総合的に展開することにより、自然との共生の中で均衡のとれ

た水収支が形成され、渇水にも強い都市をつくること」としている。 

そこで、前計画に引き続き、「最も安価で即効性のある節水を徹底するとともに、水資

源の有効利用や保全策などあらゆる対策を講じた上で、それでもなお足りない部分につ

いては、新規水源開発で賄う」ことを基本スタンスとして、節水型都市づくりに取り組む。 

 

４.２ 節水型都市づくりの基本方針 

節水型都市づくりを推進するため、行政はもとより、市民、事業者等の協力を得ながら、

水資源の総合管理のもとに、「節水の推進」「水資源の有効利用」「水資源の保全」「水資源

の開発」の基本方針を軸に、各施策を示す(図 ４-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-1 節水型都市づくりの基本方針 
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４.３ 節水型都市づくりの施策体系 

基本方針ごとの各種施策の体系は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-2 施策体系 
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４.４ 基本方針ごとの各施策 

1 節水の推進 

積極的な啓発活動に努め、水の大切さを周知するとともに、各種助成制度等を活用し、

節水型機器等の普及を促進することにより、節水意識の高揚を図る。また、節水型料金制

度を継続する。 

施策 具体的な取組内容 

(1) 節水意識の啓発 
①対象者別の重点的な啓発活動 

②各種情報媒体・イベント等を利用した啓発活動 

(2) 節水型機器等の普及促進 
①助成制度による節水型機器等の普及促進 

②条例等による節水型機器等の普及促進 

(3) 節水型料金制度の継続 ・逓増型水道料金の継続 

※表中の太字は p.16 で示す主な取組(以降同様) 

 

 

  

啓発活動の様子 

シャワーを 

こまめに止める 
 

１分短くすると、 

１回 12 リットルの節水 

 

×６本 

 
たとえば 

お風呂での節水は･･ 

お風呂は 

適量・適温にする 

浴槽は 200 リットルたまり

ますが、松山市の一般家庭 

では、お湯はり水量は 

約 180 リットルなので 

適量を心がけると 

20 リットルの節水に 

なります。 

参照：節水ハンドブック 

(松山市水資源対策課 発行) 

詳細は、ＨＰからご覧いただけ

ます。 

https://www.city.

matsuyama.ehime.j

p/kurashi/kurashi

/seikatsu/sessui/

sessuisassi.html 

２ℓ 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sessui/sessuisassi.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sessui/sessuisassi.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sessui/sessuisassi.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sessui/sessuisassi.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sessui/sessuisassi.html
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2 水資源の有効利用 

水資源に恵まれない松山市では、表流水や地下水といったこれまでの利用形態だけで

なく、雨水及び下水処理水や農業用水を有効に利用する等、水資源の最大限の利用を図る。

また、引き続き、老朽管の更新等により漏水等を削減する。 

施策 具体的な取組内容 

(1) 雨水利用の促進 
①助成制度による雨水利用の促進 

②条例等による雨水利用の促進 

( ) 下水処理水の有効利用 
①下水処理水の河川還流の検討 

②下水処理水の雑用水利用の検討 

(3) 農業用水の有効利用 ・地下水かん養策等の検討 

(4) 漏水防止対策による 

無効水量の削減 

・漏水調査 

①老朽管の更新 

②ＤＸの活用 

・スマートメーターを活用した実証実験 

・基幹管路の耐震化 
(5) 水運用の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  漏水探知法による面的な漏水調査 
出典：「ＤＸを用いた漏水調査等のスクリーニング 

技術についての導入の手引き」 

（令和７(2025)年６月、国土交通省） 

雨水タンク 
出典：松山市ホームページ 

松山市雨水活用リーフレット 

松山市水資源対策課 発行 
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3 水資源の保全 

将来にわたり水資源を安定的に利用するため、水源か

ん養林や水源かん養施設を整備するとともに、石手川ダ

ムや地下水の保全に努め、質・量の両面で水資源を保全

する。 

施策 具体的な取組内容 

( ) 水源かん養機能の向上 
①水源かん養林事業の推進 

②水源かん養施設の整備促進 

( ) 地下水保全の推進 ・地下水の調査研究など 

( ) 水質保全の推進 ・石手川ダムの水質保全など 

 

4 水資源の開発 

海水淡水化や他用途からの転用等、様々な水源開発の方策の中から、市民への負担を考

慮し、「実現性」「安定性」「経済性」「環境への影響」の面から総合的に水資源の開発を検

討する。また、渇水等の発生時に緊急的に利用する水源の確保にも努める。 

施策 具体的な取組内容 

( ) 新規水源の開発の検討 

①新規水源の確保策の検討 

・下水処理水の再利用(工水・農水)に向けた検討 

・海水淡水化施設の建設に向けた検討 

②地下水源の検討(北条・久谷) 

( ) 緊急時の予備水源等の検討 
・城北水源の活用 

・予備水源の検討(竹原水源) 

 

補足 渇水への早期対応と相互応援体制など  

節水型都市づくりの様々な取組を進めていく中でも、近年の異常気象や降雨状況の正

確な予測が難しい現状を踏まえると、安定した水供給を維持し、市民生活への影響を最小

限に抑える必要がある。 

そこで、水源や気象状況に応じた早期対応と、緊急時の相互応援体制を堅持する。 

施策 具体的な取組内容 

(1) 早めの渇水対応 
・国との連携 

・マニュアルの整備 

(2) 渇水発生時等の他都市との連携 

・渇水等緊急時における相互応援協定 

(伊予市・東温市・松前町・砥部町・松山市) 

・渇水等の緊急時における相互応援に関する協定 

(西条市・松山市) 

・公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部 

相互応援対策要綱 

水源かん養林の整備 
出典：石手川ダム管理支所ＨＰ 
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４.５ 施策と詳細な取組内容 

第４章(４.４、p.11～13)で示した施策と具体的な取組の一覧を、以下に示す。 

上記の表中の太字の項目は、p.  に示す。  

基本方針 施策 具体的な取組内容 

１ 

節水の 

推進 

(1) 節水意識の啓発 
① 対象者別の重点的な啓発活動 

② 各種情報媒体・イベント等を利用した啓発活動 

(2) 節水型機器等の 

普及促進 

① 助成制度による節水型機器等の普及促進 

② 条例等による節水型機器等の普及促進 

( ) 節水型料金制度の継続 ・ 逓増型水道料金の継続 

２ 

水資源の

有効利用 

(1) 雨水利用の促進 
① 助成制度による雨水利用の促進 

② 条例等による雨水利用の促進 

( ) 下水処理水の有効利用 
① 下水処理水の河川還流の検討 

② 下水処理水の雑用水利用の検討 

( ) 農業用水の有効利用 ・ 地下水かん養策等の検討 

( ) 漏水防止対策による 

無効水量の削減 

・ 漏水調査 

① 老朽管の更新 

② ＤＸの活用 

・ スマートメーターを活用した実証実験 

・ 基幹管路の耐震化 
( ) 水運用の効率化 

３ 

水資源の 

保全 

( ) 水源かん養機能の向上 
① 水源かん養林事業の推進 

② 水源かん養施設の整備促進 

( ) 地下水保全の推進 ・ 地下水の調査研究など 

( ) 水質保全の推進 ・ 石手川ダムの水質保全など 

４ 

水資源の 

開発 
( ) 新規水源の開発の検討 

① 新規水源の確保策の検討 

・下水処理水の再利用(工水・農水)に向けた検討 

・海水淡水化施設の建設に向けた検討 

② 地下水源の検討(北条・久谷) 

( ) 緊急時の予備水源等の 

検討 

・ 城北水源の活用 

・ 予備水源の検討(竹原水源) 

補足 

渇水への

早期対応 

と相互 

応援体制 

など 

(1) 早めの渇水対応 
・ 国との連携 

・ マニュアルの整備 

(2) 渇水発生時等の 

他都市との連携 

・ 渇水等緊急時における相互応援協定 

(伊予市・東温市・松前町・砥部町・松山市) 

・ 渇水等の緊急時における相互応援に関する協定 

(西条市・松山市) 

・ 公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部 

相互応援対策要綱 
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４.６ 取組施策の時系列整理 

施策と詳細な取組内容(４.５、p.14)で示した具体的な取組のうち、主なものを時系列

に整理する。 

水インフラの老朽化が進む中、まずは現在の水の安定供給を維持するため、施設規模の

適正化について検討しつつ、老朽管の更新や基幹管路の耐震化に取り組む。 

また、気候変動の影響に加え、大規模災害による水供給リスクが懸念される状況を考慮

し、新規水源開発による水道料金への影響を軽減できるよう、若年層への節水意識の啓発

や雨水利用の促進に、継続的に取り組む。 

いずれにしても、人口減少社会の到来を避けられない中、物価高騰・生活コストの上昇

傾向を踏まえると、将来世代に過度な負担を残さないよう、市民や事業者等のニーズを把

握しながら実施施策について検討することが必要である。 

また、短期・中期・長期の取組は以下に示し、これらについて、次ページに図で表す。 

 

〔 短期 〕 

・早めの渇水対応 

・城北水源の活用 

・渇水発生時、他都市との連携を図り対応 

・市民や事業所での、災害時の備蓄等によるミネラルウォーターの活用   など 

〔 中期 〕 

・予備水源の検討 

・地下水源の検討         など 

〔 長期 〕 

・海水淡水化、下水処理水の再利用(工業用水・農業用水)の新規水源確保策について、

引き続き慎重に検討        など 

 

  

継続的な取組：基幹管路の耐震化 

(シールド工事の様子) 

継続的な取組：節水の啓発 
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図 ４-3 取組施策の時系列整理
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 第５章  既往最大級の渇水時の水需給バランス 

「手引き」に基づく需要側及び供給側の渇水対策は、次のとおりである。 

⚫ 水需要量 ：（「現行サービス分」＋「未給水地域分」）× 節水限度率※ 

⚫ 供給可能量：「既往最大級の渇水年」98,700 m3/日 

 ＋「緊急時の予備水源等」4,500 m3/日 ＝ 103,200 m3/日 

※節水限度率：需要側の渇水対策として、生活・経済活動に重大な影響を生じさせないた

めに設定する最低限必要な水量の割合。節水限度率は、平成６(1994)年渇水の実績等に

基づき、15％(一日最大給水量に対して 85％)とする。 

表 ５-1 目標年次(令和 17(2035)年度)の水道用水の水需給バランス(既往最大級) 

(予備水源加算・節水限度率考慮) 

                                                             単位：m3/日 

 基準値 高位 低位 

供給可能量（予備水源加算） 103,200 103,200 103,200 

水需要量（現行＋未給水）*1 144,200 156,400 137,400 

*1 × 0.85（節水限度率考慮） 122,600 133,000 116,800 

必要水量 19,400 29,800 13,600 

図 ５-1 既往最大級の渇水における水需給バランス 

（左：(図 ３-3)の再掲、右：左について予備水源加算・節水限度率考慮） 

既往最大級(平成６(1994)年)の渇水では、必要水量への対策は、海水淡水化施設の建設

等の新規水源確保策が想定されるが、施設の建設費や運転経費はいずれも高額で、水道料

金への影響を避けることはできないため、慎重に検討する必要がある。 

そのため、まずは基準渇水年の渇水への対策を優先し、第４章で示した施策を着実に進

めることが、既往最大級の渇水への備えにもつながる。
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 資料編 

資料-1 松山市節水型都市づくり条例 

平成１５年７月４日 

条例第２７号 

（目的） 

第１条 この条例は，健康で文化的な生活を営む上で必要不可欠な水資源が有限であるという

ことの共通認識を前提にして，市，市民及び事業者が一体となって各施策を総合的に展開する

ことにより，自然との共生の中で均衡のとれた水収支が形成され，渇水にも強い都市をつくる

こと（以下「節水型都市づくり」という。）について基本理念その他必要な事項を定めること

により，節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し，もって豊かで潤いのある地域社会の

実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 節水 水を合理的に利用して不必要な水の使用を抑制することをいう。 

(2) 水資源 生活，農業，工業，発電等のための資源としての水をいう。 

(3) 市民 本市の区域内（以下「市内」という。）に居住し，又は本市の区域外から市内に通

勤・通学をする者をいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動（非営利活動を含む。）を行う個人又は法人をいう。 

(5) 雑用水 雨水，建築物から排出される水等を貯留し，又は処理した水で，水洗便所の洗

浄，散水，清掃その他これらに類する用途に使用するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 節水型都市づくりの基本理念（以下「基本理念」という。）は，次のとおりとする。 

(1) 水の大切さを十分に認識し，節水意識を高揚するとともに，水の使い方を工夫し，不必要

な水の使用を抑制すること。 

(2) 水資源を有効に活用するため，雨水利用，水の循環利用等を積極的に推進すること。 

(3) 水資源を将来に向けて守り育てるため，雨水の地下浸透の促進・保持，水源かん養林の整

備等を行うこと。 

(4) 市民生活，産業活動等に必要な水を安定的に供給するための水量が不足する場合におい

て，新たな水資源の確保を行うこと。 

（市の役割） 

第４条 市は，基本理念にのっとり，次の事項を総合的かつ計画的に推進しなければならない。 

(1) 総合的な水の管理を行うため，長期的水需給計画を策定し，これに基づく施策を実施する

こと。 

(2) 市民及び事業者に対して，節水型都市づくりに関する情報を積極的に提供するとともに，

あらゆる行政上の施策を通じて節水意識の高揚を図ること。 

(3) 公共施設の整備その他の事業を実施する場合等において，積極的に節水及び水の有効利
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用に取り組み，その先導的役割を果たすこと。 

(4) 雑用水の利用を促進するため，設備の設置等に関し必要な施策を実施すること。 

(5) 水資源が質・量共に保全されるよう必要な施策を実施すること。 

(6) 広域的な取組を必要とする水資源の確保及び保全に関する施策について，国，県その他の

地方公共団体，関係団体等と連携・協力すること。 

（市民及び事業者の役割） 

第５条 市民は日常生活において，事業者は事業活動において，それぞれ基本理念にのっとり，

節水及び水の有効利用並びに水資源の保全に努めるものとする。 

２ 市民及び事業者は，基本理念にのっとり，市内において，台所，浴室，水洗便所等に水を使

用する機器を設置し，又は購入するときは，節水効果が高い機器を選択すること等により節水

に努めるものとする。 

３ 市民及び事業者は，基本理念にのっとり，市内において，水洗便所の洗浄，散水，清掃その

他これらに類する用途に水を使用するときは，雑用水を利用すること等により水の有効利用

に努めるものとする。 

４ 市民及び事業者は，基本理念にのっとり，水資源の利用及び保全に関して次の事項に配慮す

るよう努めるものとする。 

(1) 水の採取，利用等による環境の著しい変化が生じることのないようにすること。 

(2) 合理的な水の利用を図ること等により取水量を削減すること。 

(3) 水源かん養林の整備に協力すること等により森林を育成・保全すること。 

(4) 土地の造成等を行う場合において非被覆地を設けること等により雨水の地下浸透を促

進・保持すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（各主体の連携・協力） 

第６条 市，市民及び事業者は，節水及び水の有効利用並びに水資源の利用及び保全に関して，

互いに積極的な連携・協力を図らなければならない。 

（支援） 

第７条 市は，市民及び事業者が節水型都市づくりに取り組むことを促進するため必要がある

と認めるときは，技術的支援その他の措置を講じるとともに，予算の範囲内において，財政的

な援助をすることができる。 

（措置） 

第８条 市長は，節水型都市づくりを推進するため必要があると認めるときは，市民，事業者等

に対して，助言し，又は指導することができる。 

２ 節水型都市づくりを推進するため特に必要があると認められる場合における市民，事業者

等が講じるべき措置については，別に条例で定める。 

（規則への委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

付 則 

この条例は，平成１５年８月１日から施行する。  
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資料-2 用語集 

(50 音順) 

○一日
いちにち

平均
へいきん

給 水 量
きゅうすいりょう

、一日
いちにち

最大
さいだい

給 水 量
きゅうすいりょう

 

水道の年間総給水量を年日数で除したものを一日平均給水量(m3/日)といい、これを給水人口で除した

ものを一人一日平均給水量(リットル/人・日)という。 

また、年間の一日給水量のうち最大のものを一日最大給水量(m3/日)といい、これを給水人口で除した

ものを一人一日最大給水量(リットル/人・日)という。 

○海水
かいすい

淡水
たんすい

化
か

 

標準的な海水は、約 3.5％の多種類の塩類が溶解した水溶液であり、これらの溶存塩類を取り除いて

淡水を得ることをいう。この方式では、水の相変化を利用する蒸発法、冷凍法、膜を利用して圧力差に

よる分離を行う逆浸透法や電位差による分離を行う電気透析法が実用化されている。 

○簡易
かんい

水道
すいどう

(事業
じぎょう

) 

水道事業のうち給水人口が 101 人以上 5,000 人以下であるもの。 

○基
き

幹
かん

管
かん

路
ろ

 

松山市では、水源から浄水施設に水を送る導水管、浄水施設から配水池などの配水施設に水を送る送水

管、配水施設から各家庭の水道メーター前まで水を送る配水管のうち口径が 300 ミリ以上のものをいう。 

○基準
きじゅん

渇水
かっすい

年
ねん

 

計画の対象となる渇水年で、利水安全度を１/10 とした場合、10 ヶ年で１番目(20 ヶ年なら２番目、

30 ヶ年なら３番目)に水が不足する年をいう。※「手引き」では 20 ヶ年で２番目 

なお、「利水安全度」とは、河川水を利用する場合の渇水に対する取水の安全性を示す指標で、何年に

１度の規模の渇水に対してまで、安定的に取水可能かを意味する。 

○給 水
きゅうすい

人口
じんこう

 

水道の給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者や観

光客は給水人口には含まれない（水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第３条第 12 項）。 

○県
けん

条 例
じょうれい

水道
すいどう

 

「導管及びその他の工作物により 50人以上の者に飲料水を供給する施設の総体であつて水道法(昭和

32 年法律第 177 号)によらないものをいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。」(愛媛県水道条例

(昭和 38 年条例第 19 号)第２条第１項) 

○原
げん

単位
た ん い

 

本計画では、市民１人の１日当たりの使用水量を指し、「リットル/人・日」で表している。生活用(家

庭用)として使用される水量を、生活用(家庭用)原単位と称することもある。 

○国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

(社人
しゃじん

研
けん

) 

国立社会保障・人口問題研究所が示す「日本の将来推計人口」は、人口変動の要因である出生・死亡・

人口移動から推計したもので、「手引き」に基づき、高位は「出生高位・死亡低位」、低位は「出生低位・

死亡高位」の全国値の推計人口を示している。 

参考）「第７次松山市総合計画の推計人口」とは、合計特殊出生率が段階的に上昇し、社会増減(人口

移動)が均衡する「より一層人口減少対策を進めた場合」の人口。 

○浄水処理
じょうすいしょり

に 伴
ともな

う損失
そんしつ

水 量
すいりょう

 

沈澱池の排泥やろ過池の洗浄水等の作業用水、浄水場内の雑用水など、浄水処理を行うために必要な

水量。 
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○水源
すいげん

かん養
よう

林
りん

 

森林が降雨を貯留する天然の水源としての機能を持つもので、水源かん養林や水源林と呼ばれる。森

林の土壌がこの機能を有しており、樹木は、落ち葉等により土壌を形成し、また、根が降雨による土壌

の流失を防止する役割を果たしている。 

○スマートメーター 

通信機能を備えた水道メーターのことをいう。遠隔で水量データを取得できるため、導入により、検

針業務の効率化、漏水の早期発見等が期待されている。 

○専用
せんよう

水道
すいどう

 

寄宿舎、社宅、療養所等での自家用の水道等の用途に水を供給するもので、主に給水人口 100 人を超

える者にその居住に必要な水を供給する又は１日の最大給水量が 20m3を超える水道のことをいう。 

○第
だい

７次
じ

松山市
まつやまし

総合
そうごう

計画
けいかく

 

松山市の将来のあるべき姿を描き、その実現を目指すために、まちづくりの方向性を示す松山市の最

上位計画で、令和７年３月に策定された。 

○手引
て び

き 

「水需給バランス評価の手引き～流域のあらゆる関係者による連携に向けて～」(令和６(2024)年３

月、国土交通省)(p.2 参照) 

○都市
と し

活動
かつどう

用水
ようすい

有
ゆう

収
しゅう

水 量
すいりょう

 

家庭用水以外の飲食店やホテル等の営業用水、事業用水、公衆トイレなどの公共用水等をいう。 

○ Ｄ Ｘ
ディーエックス

(水道
すいどう

) 

デジタルトランスフォーメーションの略称で、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロ

セス、組織文化等の変革を行い、競争上の優位性を確立すること。 

○逓増
ていぞう

型
がた

水道
すいどう

料 金
りょうきん

 

使用水量が増加するほど料金単価が増加する水道料金体系のことをいう。 

○負荷
ふ か

率
りつ

 

「負荷率 ＝ 一日平均給水量 ÷ 一日最大給水量 × 100 (％)」で表され、給水量の変動の大きさを

示すものであり、都市の規模によって変化するほか、都市の性格、気象条件等によっても左右される。 

○分散型
ぶんさんがた

システム 

中山間地域等で用いられる小規模で簡易な水供給システムの総称。①小規模な水道施設、②運搬送水、

③各戸型浄水装置が想定されている。 

○水
みず

資源
し げ ん

開発
かいはつ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

(フルプラン) 

国土交通省が、産業の発展や都市人口の増加に伴い広域的な用水対策を実施する必要のある水系を

「水資源開発水系」として指定した、利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川の７つの水

系に対し、総合的な水資源の開発と利用の合理化を進めるために定めた計画のことをいう。 

○水資源
みずしげん

賦存
ふ ぞ ん

量
りょう

 

一般的には、年間降水量から蒸発散量を差し引いたものにその地域の面積を乗じた値で表すが、今回

の調査では、河川水あるいは地下水として利用可能な水量とする。 

○無効
む こ う

水 量
すいりょう

 

漏水量(配水本支管及びメーターより上流の給水管からの漏水)や調定減額水量(屋内漏水等で調定水

量を減量した水量)等により無効となった水量及び不明水量をいう。 

○有 収 率
ゆうしゅうりつ

 

有収率 ＝ 有収水量 ÷ 給水量× 100 (％) 

有収水量とは、料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量をいう。 

 

参照：「水道用語辞典(第二版)」(公益社団法人 日本水道協会) 
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市民、事業者の皆さんの御協力により、 

一人一日当たりの水の使用量は、 

大渇水の前年度と比べて減少しています。 

※給水量は、「上水道」のみのデータ。また家庭用のほか業務用を含む。 



 

 

 

 

第３次 長期的水需給計画 基本計画 (概要版) 

発行  松山市 

編集  松山市 総合政策部 水資源対策課 

〒790-8571 

愛媛県松山市二番町四丁目７番地２ 

電話：089-948-6947  FAX：089-934-1886 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/ 

発行日 令和８年３月 

表紙の水への絵はがきは、河原ゆあ さんの作品です。 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/


 

 

 

松山市の上水道施設配置図 

市之井手浄水場 表流水

垣生浄水場 伏流水

かきつばた浄水場 地下水

竹原浄水場 －

高井神田浄水場 地下水

院内浄水場 溜池

北条浄水場 地下水

中野浄水場 地下水

久谷浄水場 地下水

北条地区

久谷地区

上水道の水道施設

地区 施設名 水源種別

松山地区

※令和６年度末時点 


